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能登半島地震とはどのような地震なのか



• 2020年から続いていた群発地震
• 2023年奥能登地震を契機に，群発地震が海底の活断層
（珠洲沖セグメント）の周りで発生して，断層を刺激

• 活断層にたまっていたエネルギーが放出されて大地震に
なる

群発地震

活断層地震



日本海側の海域活断層の長期評価
―兵庫県北方沖～新潟県上越地方沖―（令和６年８月版）
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活断層地震が起きる原因＝プレートテクトニクス

プレートの
運動方向

GPSで見た
日本列島の動き

速い

遅い

日本列島・能登半島はこんにゃくゼリー
太平洋側で海洋プレートが沈み込むことにより，日本列
島には圧縮する力がかかっている．そのため，押し出され
るように地殻が隆起する．

こんにゃくゼリーが押されて上がってくるときの「ぷるん」
という震動が地震．



能登半島地震の地殻変動

外浦 内浦能登半島

能登半島の地下構造のモデル
能登半島の外浦側・内浦側のそれぞれに活断層が存在し，
楔状に能登半島が位置している．両側の活断層が地震を
起こすと能登半島側が隆起する変位が生じる．これを繰
り返すことで，能登半島は形成されてきた．

能登半島地震

津波
海岸隆起

外浦側全体が
隆起

能登半島による海岸隆起と津波
2024年の能登半島地震は，外浦側の活断層が震源となった．海岸付近だけでな
く，半島の外浦側の広い範囲で最大4mを超える海岸隆起が発生した．海底の隆
起によって押し上げられた海水は津波となって，能登半島全域の海岸に津波をも
たらした．沿岸部では岩礁や漁港が隆起によって陸化した．

地震前 地震後

能登半島地震は「日本海拡大・日本列島の形成」という大きな枠組みで説明される
今回だけの「特別な地震」ではなく，何度も繰り返し発生し，能登半島を形成してきた地震の一つ



能登半島地震とはどのような震災なのか

超・過疎高齢化で冗長性の低い半島地域に 【高齢化率約50％】

•少ないマンパワー（支える人＜支えられる人）
•貧弱・老朽化した社会資本（交通・ライフライン・公共施設・サプライチェーン等）
•耐震化が進んでいない（家屋を引き継ぐ「次世代」がいない）

海底活断層を震源とする大規模な地震が発生したため

•広域かつ高強度の被災
•地盤の隆起，津波の発生（海路の寸断）
•地盤災害の発生（陸路の寸断）
•多種多様な被害と，被害の複雑な地域差（程度・種類）による異なるニーズ

救援・支援・復旧・復興が困難に

•孤立集落の大量発生と広域二次避難の必要性
• コミュニティの維持の必要性
• 「生活」と「生業」を同時に復興させる必要性

半島地形の
ボトルネック

地すべりと海成
段丘を利用した
離散的集落



• 「地すべり」によって形成された相対的に平坦な地形が形成さ
れることにより，山間部においても地すべり地上で農耕が可能と
なり，集落が形成される．

• 特に，人口増加が進んでいた時代には，より多くの可耕地を求
めて集落が展開していった → 対象となる集落が散在している

• 地すべり地に形成された農地は条件不利地であり，人口流出に
よって過疎化，高齢化．集落は小規模・少人数で高齢者が多い

輪島市 白米千枚田 石川県能登地方の
地域メッシュ人口統計地図

離散的な集落分布



高齢化・過疎化による課題

• 不便な半島地域であることから，震災前から能登半島では超・過
疎高齢化が進行していた

• 半世紀後の日本全体の姿を先取りしている
• 能登半島地震の課題は，全国の将来の災害上の課題とみなせる

• 高齢化によって生じるさまざまな状況が，地震被害を加速させた
• 低い耐震化率による建物倒壊の多発と，圧死が死因となる人的被害
→経済的誘導が効果的ではない

• 自治体の弱体化（財政・人員など）→災害対応力の低下
• インフラの老朽化（特に水道，道路）→財政力低下が直撃

• 高齢化していたことが，地域の復旧・復興を困難にしている
• 「被災者支援」が実態として「福祉支援」となっている
• 人口ボーナス期である1961（昭和36）年に制定された災害対策基本法は，
「福祉的対応」を想定していない

2020年時点の小地域別高齢化率（国勢調査）



強震動による建物被害

• 能登半島の広い範囲が震度６弱～強（部分的に震
度７）

• 古い木造家屋（1981年以前に建築）の耐震性能
は震度５強まで．能登半島の広い範囲で，古い木
造家屋は耐えられない揺れだった．

• 奥能登の住居は１階が広間になるように壁がない
構造になっていたことが災いして（壁があると耐震
性が高くなる），１階がつぶれるように倒壊している．

• 少子化・高齢化が進むことによって，家屋に対する
投資が進まなくなり，耐震化が進んでいなかった．

広い範囲が強い揺れになったため，建物
に大きな被害が出た



珠洲市正院地区（2024年2月16日）



能登半島地震による建物倒壊

• 震度６強の地域でも，旧耐震（1981年以前）の木造家屋が多く倒壊している
• 倒壊家屋の下敷きになって圧死のケースが死因のほとんど
• 旧耐震の家屋は耐震補強をしておく必要がある
• 倒壊家屋が避難経路をふさいでしまう可能性もある

• 2007年能登半島地震の際に建て替えた家屋は倒壊していない←2000年基準の家屋

木造家屋の倒壊が非常に多かった



2000年基準（新・新耐震）の優位性

ここで留ま
れば圧死は
ナイ



応急仮設住宅・災害公営住宅の状況

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukkyuufukkou/seikatusaikensien/documents/nyuukyojoukyour8-2.pdf

みなし仮設
被災地（奥能登）だけでなく．．
金沢市など広域な範囲でみな
し仮設が提供されている．従来
の居住地から離れていることか
ら，生活・情報・復旧などに困難
も多い．高齢者であることも多く，
さまざまな支援が必要．

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukkyuufukkou/seikatusaikensien/documents/nyuukyojoukyour8-2.pdf
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukkyuufukkou/seikatusaikensien/documents/nyuukyojoukyour8-2.pdf
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/fukkyuufukkou/seikatusaikensien/documents/nyuukyojoukyour8-2.pdf


みなし仮設入居者に対する支援例

https://www.chunichi.co.jp/article_photo/list?article_id=999354&pid=5386201

金沢に広域避難している被災者に対して，
金沢の防災士の方が支援．２０２４年６
月スタート．このほかにも，避難者向け
の編み物カフェなど，継続的に支援を実
施している．

https://www.chunichi.co.jp/article_photo/list?article_id=1046096&pid=5712672

https://www.chunichi.co.jp/article_photo/list?article_id=999354&pid=5386201


応急仮設住宅・災害公営住宅の状況

2026/2/6 北國新聞 2026/2/4 福祉新聞



仮設住宅・災害公営住宅の根拠と思想

仮設住宅（災害救助法）と災害公営住宅（公営住宅法/激甚法）
・災害によって住居を失った者に対して住居を保証するのが仮設住宅．衣食住を確保し，
自力再建を支援する．

・災害救助法の上位法である災害対策基本法は1961（昭和36）年に制定．高度経済成長
期（1954～73年）に制定された法律であり，経済成長・人口ボーナスを背景に設計され
ている．災害時にあっても生活基盤を保証すれば，被災者は自力でリカバリできるという
基本的思想がある（←福祉的視点の欠落）．

・災害公営住宅は，基本的には公営住宅法で設置．本質的には自力リカバリーできない人
向けの支援という思想．

・能登半島地震では被災者の多くが高齢者であることから，自力での住宅復旧が難しく，
災害公営住宅へ移行し，そこが終の棲家となるケースが多くなる．被災者支援から福祉的
支援へ，シームレスな接続が重要となる．

能登半島地震：住家全壊6167戸 災害公営住宅 約3000戸

熊本地震：住家全壊約8000戸 災害公営住宅 1715戸



災害対策基本法・災害救助法等の改定（R5.5）

https://silver-news.com/blog/detail/2509

https://silver-news.com/blog/detail/2509
https://silver-news.com/blog/detail/2509
https://silver-news.com/blog/detail/2509


避難による人口構成の変化

• 子育て世代，児童・生徒の流出が激しい
• 産業の復旧の遅れ，校舎の被災・仮設住宅の建設に伴う学校環境の悪化
• 広域避難した人が，そのまま能登に戻ってこない．
• 学校の統合再編につながり教育環境が加速的に悪化，悪循環へ
• 応急フェーズの広域避難には合理性があるが，そのリカバリの難しさが課題

https://www.chunichi.co.jp/article/88
0444

https://www.chunichi.co.jp/article/880444
https://www.chunichi.co.jp/article/880444


孤立対策としての集落移転

• 孤立集落の既存市街地への移転
• 国の「防災集団移転促進事業」を活用した集落移転．既存
市街地に災害公営住宅を建設し，移住．

• 災害安全対策であると同時に，実質的には過疎高齢化地域
の復興計画上の「集住」でもある←モデルになる可能性．

• 集落は移転するが，農地・墓は閉じないので，道路啓開と
維持管理は行ってもらいたいとの要望が出ている（対応し
ている県職員からのヒアリング）．

• 防災集団移転促進事業は，被災後だけでなく「災害の恐れ
のある地域」であれば適用可能な枠組み．

• 過疎高齢化が進んでいる地域にあっては，この事業を活用
した「事前避難」が，防災上だけでなく，過疎高齢化対策
としても効果的になる可能性．

• 「戦略的な撤退」
北國新聞

2025.01.30



• 「住まい」を提供する
のではなく，「住む場
（くらし）」を提供する
という視点

• 平時の生活でも「高齢者福
祉」の対象となっている方々
が多い

• 地震で，住む場所も，住む
枠組み，ともに住まう人もも
変化．コミュニティの再編が
避けられない．

• 公のセクターでは提供しにく
い役割．ボランティアの力が
特に重要になる．

被災者支援と高齢者福祉のシームレスな接続を

https://aarjapan.gr.jp/report/15948/



• 小規模な集落が離散的に分布する能登の地域特性（里山・里海の暮らし）が，社
会変化（少子高齢化・過疎化）によって，潜在的に脆弱性を持つ地域に．そこに大
地震が襲ったことによって，これまでにない大きな被害が生じた．

• 特に，地震動によって住まいを失ったこと（それに伴って命を失ったこと），広域避難によってコ
ミュニティが弱体化したことが大きな影響．

• 地震を契機とした，少子高齢化・過疎化の加速．

• こうした地域を持続させるためには，「住まい」の提供だけではなく，「くらし」を支
える支援が不可欠．

• 公的セクターが弱い分野
• 災害対策基本法の改正を受けて，今後，福祉的支援の強化と，ボランティア組織との連携の強
化が進められていくのが全国的な流れ．能登半島地震はそのプロトタイプになる．

全体のまとめ
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